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感染判明施設の情報提供フロー

新型コロナウイルス感染症 感染施設ガイドライン

【実施事項】

各人で感染者が発生した施設の情報をつかんだ場合、次のフロー図に従

い情報提供をしてください。

※「情報」とは噂ではない「確かな事実」を指します。

社内展開
サイボーズ スペースの【危機管理】→【感染症 新型コロナウイルス関係】→【10. 感染施設情報】内で展開する

⇒感染者の利用施設の滞在日時と自分の滞在日時が重なっているか確認する（各部署で課内展開）

各人が上長に報告する
引き続き感染症対策

を徹底する

総務課が感染リスク早見表で今後の対応を判断する

自宅待機

(１週間)

出勤前の検温と体

調チェックをする

（1週間)

はじめに・・・

新型コロナウイルス感染症は、首都圏を中心に感染者が再び増加しており、福山・備後地区でも感染者が増えつ

つあります。第2波に備え、さらなる感染予防・感染拡大防止に向けた対策が急務となっています。

そのためにも正確な情報を一早く入手し、共有することが必要となります。ここで柿原では、感染者発生情報をつか

んだ場合の対策ガイドラインを作成しました。該当する場合は以下の報告フローに従い対応してください。

このガイドラインはみなさんの情報提供で成り立つものとなっています。一人ひとりができる取り組みをお願いしま

す。

福山・備後地区で感染者発生の施設を確認！

総務課へ情報提供する

(柿原J、藤井G、市川K)

総務課で事実を確認した後、社内展開する

重なっている場合重なっていない場合

情報 情報 情報

上長から総務課(柿原J,藤井G,市川K)に報告

感染リスクが低い施設 感染リスクが高い施設

福山市の相談窓口に電話し

指示を受ける

TEL : 928-1350 (24時間)

症状がある 症状がある症状がない 症状がない

情報提供方法：

総務課（柿原J,藤井G,市

川K)にメッセージ

または以下アドレスに

メールする

sisetu@kakihara.co.jp


